
該当○印

一 般 融 資

Ｎ Ｏ Ｘ 融 資

増 車 特 別 融 資

低公害車・省エネ機器融資

融 資 推 薦 申 込 書

平成 年 月 日

（社）奈良県トラック協会

会 長 藤 岡 修 三 殿

住 所

企 業 名

電話番号

代 表 者 ,

このたび下記要項のとおり第３３回近代化基金融資推薦申込をいたします。

なお、融資推薦を受けたときは、貴協会制定の近代化基金運営要領の各条項を遵

守いたします。

記

金 額 金 円

資 金 使 途

期 間 年 か月

償 還 方 法

担 保

保 証 人

借入希望時期

協同組合等 加入済 加入組合名・加入予定組合名 商工中金出資

加 入 状 況 未加入 （ ）（ 有 ・ 無 ）

融資申込店 商工中金 店

予 定 信用組合 店 未 定

添付書類

１ 企業要項 ２ 事業計画書

（激甚災害等に係る融資の場合は事業計画書に代えて「被害状況報告書」を添付する。）



（様式２号の３）

承 諾 書

平成 年 月 日

社団法人奈良県トラック協会 御中

住 所

企 業 名

代 表 者 ,

私は、今般、第３３回地方近代化基金融資の推薦申込を行うにあたり、推薦融資

を借り受けた場合に貴協会から受ける利子補給について、後日、貴協会において、

近代化基金運営要項第６条の３、４に定める利子補給の制約条項のいずれか一に該

当すると認められた場合は、利子補給を打ち切られ、且つ既往の利子補給分の金額

を貴協会の請求あり次第異議申し立て等一切行わず直ちにお支払いすることを承諾

いたします。

近代化基金運営要綱抜粋

（利子補給）

第６条

３．この制度による融資を受けた者が、銀行取引の停止、倒産、破産、営

業権の譲渡、協会員資格の喪失及び正常な会員の義務を果たさない等、

正常な取引を維持することが困難であると第９条で定める基金運営委

員会において判定された場合は、直ちに利子補給を打ち切るものとす

る。

４．この制度による融資を受けた者が、前項の基金運営のための委員会の

承認を受けないで申請に係る事業計画と異なるものにその資金を転用

した場合は、直ちに利子補給を打ち切るとともに既往の利子補給分に

ついて返還を求めるものとする。



(様式 3 号の 2) 

事業計画書 

(最新規制適合車等関連) 
(単位:千円) 

区分 規制年 形式 台数 金額 

  年前   

  年   

  年   

  年   

ディーゼルフォーク   

 
 
 
 

抹消・移転

予定の車輌 

計 ・・・・  

 

  年    

  年    

  年    

  年    

バッテリーフォーク    

車
輌
の
内
訳 

 
 
 

購入予定の 
車輌 

計  ・・・・   

所用資金  

廃車時期 年    月    日 

購入時期 年    月    日 

購
入
の
概
要 

購入先  

本借入金  

自己資金  

その他 
(他行借入など) 

 

資

金

調

達

の

方

法 
 
合計 

 

   
  添付書類  購入車両の見積書 抹消・移転予定車両車検証 
  
 





企業要項(個別企業用)

平成 年 月 日

( ふ り が な ) 住 本店

名 称 (TEL )

(所 属 組 合) ( ) 所 支店・営業所数

代表者 業 協 会

役 員 界

( 才) 役 その他

外 名 職

千円

資 本 金 同 族

( %) ( %) ( %)

設 立 年 月 年 月 (創業 年 月)

土 地 ㎡(内借地 ㎡) 10 ｔ車以上 台

不 営 業 所 棟 ㎡(内借家 棟 ㎡) 車 6 〃 〃

規 模 動 保管施設 棟 ㎡( 〃 棟 ㎡) 4 〃 〃

産 車 庫 棟 ㎡( 〃 棟 ㎡) 1 〃 〃

そ の 他 棟 ㎡ 両 特殊車種 〃

軽自動車 〃

職員 運転手 その他 労 有 ・ 無

従 業 員 男 人 男 人 男 人 組 上部団体名

女 人 女 人 女 人 合計 人

主 な 荷 主
① ② ③

及び 荷 主 名

運 送 収 入 運送収入
千円 千 千円

円

年 月期 年 月期

運 送 収 入 千円 千円

業 績 経 常 利 益 千円 千円

純 損 益 千円 千円

( ２期分 ) 減 価 償 却 千円 千円

配 当 % ％

取 引 銀 行 ① ② ③

上 位 ３ 行

沿 革

特 色

そ の 他


